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（委託事務の範囲） 

第１条 男鹿地区消防一部事務組合（以下「甲」という。）は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２条の１４第１項

の規定に基づき、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の

機関（以下「行政不服審査会」という。）に同法の規定によりその権限に属させら

れた事項に関する事務を秋田県（以下「乙」という。）に委託する。 

 

（経費の支弁） 

第２条 前条の規定により委託された事務（以下「委託事務」という。）の処理に

要する経費は、甲の負担により乙が支弁するものとする。 

２ 前項の経費の負担に関しては、委託事務の処理に要した費用につき乙が精算し

た額を、乙の請求により甲が支払うものとする。 

 

（決算の場合の措置） 

第３条 乙は、地方自治法第２３３条第６項の規定により決算の要領を公表したと

きは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。 

 

（条例等の制定改廃の場合の措置） 

第４条 乙は、行政不服審査会に関する条例、規則等を制定し、又は改廃したとき

は、これを書面で甲に通知するものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第５条  この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、甲と乙が協議して別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


